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行財政改革中期実施計画行財政改革中期実施計画行財政改革中期実施計画行財政改革中期実施計画    
    

１１１１    行財政改革中期実施計画策定の基本的な考え方行財政改革中期実施計画策定の基本的な考え方行財政改革中期実施計画策定の基本的な考え方行財政改革中期実施計画策定の基本的な考え方    

（行財政改革の推進）（行財政改革の推進）（行財政改革の推進）（行財政改革の推進）    

   本市の行財政改革の推進を図るため、平成１９年３月に、平成２７年度まで

を計画期間とする「津市行財政改革大綱」を策定しました。 

また、大綱に基づく具体的な取組について、平成１９年度から２１年度まで

を計画期間とする前期実施計画を策定し、これに基づく取組を進めてきました。 

（津市総合計画の策定）（津市総合計画の策定）（津市総合計画の策定）（津市総合計画の策定）    

   さらに、平成２０年３月には、本市の目指すべき“まちづくり”の方向性や

施策体系を明らかにした「津市総合計画」を策定し、市政運営の基本としてい

るところです。 

（健全な財政基盤の確立）（健全な財政基盤の確立）（健全な財政基盤の確立）（健全な財政基盤の確立）    

   今後、厳しい財政状況の中で総合計画を着実に推進していくためにも、行政

を新しい時代に適合した姿に変えていくという視点に立った行財政改革の推進

が不可欠です。 

このことから、中長期的な展望のもと、昨今の景気の低迷や人口減少社会の

到来といった社会経済情勢の急激な変化や、市民ニーズの多様化等に柔軟に対

応しながら、将来に向けて健全で持続可能な財政基盤を確立していくための取

組を、より一層進めていきます。 

（前期実施計画における取組）（前期実施計画における取組）（前期実施計画における取組）（前期実施計画における取組）    

   これまでの前期実施計画では、合併直後の一体感の醸成のため、合併調整及

び合併による行財政改革の効果の創出を目指して、先ずは各所管が直面する事

業の調整とその経費の縮減等について、165 の項目を定め取り組んできました。 

このうち、新市の行政運営の要となる仕組みとして、新たな行政経営システ

ム、行政評価システム、人材評価制度の構築等の取組も進めてきたところです。 
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 （中期実施計画における取組）（中期実施計画における取組）（中期実施計画における取組）（中期実施計画における取組）    

   中期実施計画（平成２２年度～平成２４年度）においては、大綱における基

本理念や前期実施計画における取組結果を踏まえ、総合計画に基づく新たなま

ちづくりの推進や市民本位の行政サービスの向上を実現していくために、行政

運営コスト縮減による健全で持続可能な財政基盤の確立を図っていく必要があ

ります。 

   また、地域のことは地域が決める、という地域主権の動きに的確に対応でき

る体制を整える必要があります。 

このことから、この３年間では主に構造的な改革に重点的に取り組み、行政

運営の根幹をなす職員数の適正化、財政の健全化等を重点取組項目と位置付け、

行政経営システムにより、これらを積極的に推進していきます。 
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２２２２    中期実施計画策定の趣旨中期実施計画策定の趣旨中期実施計画策定の趣旨中期実施計画策定の趣旨    

   平成１８年の全国的にも例の少ない１０市町村という大規模な合併により誕

生した本市においては、710 平方キロメートルの広い面積を有しています。 

この合併により、事務や事業が肥大化し、経常経費の増加による厳しい財政

状況への対応等、新たな課題に直面することとなりました。 

このため、前期実施計画では、大綱に掲げた４つの基本的視点及び６つの行

財政改革の推進項目を踏まえ、165 の項目について計画を推進してきました。 

 

  参考【行財政改革大綱６つの行財政改革の推進項目】参考【行財政改革大綱６つの行財政改革の推進項目】参考【行財政改革大綱６つの行財政改革の推進項目】参考【行財政改革大綱６つの行財政改革の推進項目】    

        ◆◆◆◆        行財政改革の推進項目行財政改革の推進項目行財政改革の推進項目行財政改革の推進項目    

            ((((ｱｱｱｱ))))    効率的な事務事業の在り方効率的な事務事業の在り方効率的な事務事業の在り方効率的な事務事業の在り方    

            ((((ｲｲｲｲ))))    民間の活用の在り方民間の活用の在り方民間の活用の在り方民間の活用の在り方    

            ((((ｳｳｳｳ))))    定員管理の在り方定員管理の在り方定員管理の在り方定員管理の在り方    

            ((((ｴｴｴｴ))))    健全な財政運営の在り方健全な財政運営の在り方健全な財政運営の在り方健全な財政運営の在り方    

            ((((ｵｵｵｵ))))    電子自治体に向けた行政運営の在り方電子自治体に向けた行政運営の在り方電子自治体に向けた行政運営の在り方電子自治体に向けた行政運営の在り方    

            ((((ｶｶｶｶ))))    その他本市の行財政改革の推進に関する重要事項その他本市の行財政改革の推進に関する重要事項その他本市の行財政改革の推進に関する重要事項その他本市の行財政改革の推進に関する重要事項    

 

 

（構造的な改革）（構造的な改革）（構造的な改革）（構造的な改革）    

中期実施計画においては、前期実施計画での取組結果を踏まえ、将来に向け

た健全で持続可能な行政運営を目指して、主に行政運営の根幹をなす職員数の

適正化や、積極的な歳出抑制と自主財源の確保等による財政の健全化等の構造

的な改革に取り組むこととします。 

（行財政改革大綱における行財政改革の推進項目の位置付け）（行財政改革大綱における行財政改革の推進項目の位置付け）（行財政改革大綱における行財政改革の推進項目の位置付け）（行財政改革大綱における行財政改革の推進項目の位置付け）    

また、中期実施計画では大綱で掲げた行財政改革の６つの推進項目について、



 

 

 

- 4 - 

次の５つを重点取組項目として位置付けて取り組んでいきます。 

⑴⑴⑴⑴    「定員管理の適正化」「定員管理の適正化」「定員管理の適正化」「定員管理の適正化」    ～～～～    定員管理の在り方定員管理の在り方定員管理の在り方定員管理の在り方    <<<<大綱大綱大綱大綱((((ｳｳｳｳ)> )> )> )> ～～～～    

民間活用の検討や規模の類似した都市との比較分析等を踏まえて定員規模

の適正化を図るとともに、簡素で効率的な組織への見直しを進めます。 

⑵⑵⑵⑵    「財政の健全化」「財政の健全化」「財政の健全化」「財政の健全化」    ～～～～    健全な財政運営の在り方健全な財政運営の在り方健全な財政運営の在り方健全な財政運営の在り方    <<<<大綱大綱大綱大綱((((ｴｴｴｴ)> )> )> )> ～～～～    

今後も引き続き厳しい財政状況が続くことが予想されることから、スリム

な行政運営とこれまで以上に自主性・自立性の高い財政運営を目指します。 

        ⑶⑶⑶⑶    「歳入確保への取組」「歳入確保への取組」「歳入確保への取組」「歳入確保への取組」    ～～～～    健全な財政運営の在り方健全な財政運営の在り方健全な財政運営の在り方健全な財政運営の在り方    <<<<大綱大綱大綱大綱((((ｴｴｴｴ)> )> )> )> ～～～～    

財政の健全化とともに、施策展開を支える自主財源を確保していくことは

きわめて重要なことから、市税収入等の確保など自主財源の確保に向け積極

的に取り組んでいきます。 

        ⑷⑷⑷⑷    「外郭団体の在り方の見直し」「外郭団体の在り方の見直し」「外郭団体の在り方の見直し」「外郭団体の在り方の見直し」    ～～～～    民間の活用の在り方民間の活用の在り方民間の活用の在り方民間の活用の在り方    <<<<大綱大綱大綱大綱((((ｲｲｲｲ)> )> )> )> ～～～～    

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の本格的な施行に合わせ、

外郭団体自らの積極的な改革・改善への取組を促し、団体運営の健全化・効

率化を進めていきます。 

また、外郭団体の事業内容、経営状況等についての評価を行い、本市の関

与の妥当性も含め見直していきます。 

⑸⑸⑸⑸    「事業の見直しと事務の効率化」「事業の見直しと事務の効率化」「事業の見直しと事務の効率化」「事業の見直しと事務の効率化」    ～～～～    効率的な事務事業効率的な事務事業効率的な事務事業効率的な事務事業<<<<大綱大綱大綱大綱((((ｱｱｱｱ)>)>)>)>、民間、民間、民間、民間

の活用の活用の活用の活用<<<<大綱大綱大綱大綱((((ｲｲｲｲ)>)>)>)>、電子自治体の在り方、電子自治体の在り方、電子自治体の在り方、電子自治体の在り方<<<<大綱大綱大綱大綱((((ｵｵｵｵ)>)>)>)>・その他・その他・その他・その他<<<<大綱大綱大綱大綱((((ｶｶｶｶ)> )> )> )> ～～～～    

すべての職員が行財政改革の当事者となり、これまで行政が担ってきた事

業について、行政が実施する必要性について改めて検討し、民間が担うこと

が適当であると判断できる事業については民間活用を進めていくとともに、

常日頃からコスト意識を持って持続的な事務の改善、効率化に取り組んでい

きます。 
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（各事業部門における取組）（各事業部門における取組）（各事業部門における取組）（各事業部門における取組）    

これからの行政運営は、実施した施策が計画どおり進んだかだけではなく、

いかに市民満足度を高められたかという成果を重視することが必要になってき

ます。 

このことから、行政経営システムで目指している事業部門の自立に向け、経

営資源である予算、職員、組織、情報等を有効的に活用し、一定の権限と責任

のもとにスピード感をもって事業を展開していきます。 

また、各事業部門において、この重点取組項目に沿った取組を行うことによ

り、事業の相対的な優先度を見極め、真に必要なサービスの提供に経営資源を

集中させるよう努めます。 
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３３３３    重点取組項目重点取組項目重点取組項目重点取組項目    

   大綱や総合計画を着実に推進していくために中長期的な展望を持ちながらも、

本計画期間において主に構造的な改革に取り組んでいくため、先に示した５つ

の重点取組項目について、次のとおりその内容を明確にします。 

    

⑴⑴⑴⑴    「定員管理の適正化」「定員管理の適正化」「定員管理の適正化」「定員管理の適正化」    

定員管理の適正化については、合併後４年が経過した中、業務の効率化や

職員の採用者数と退職者数の調整等を図りながら、大綱で目指している正規

職員の 2,500 人体制の実現に向けて取組を行っているところです。 

この 2,500 人体制については、単に数値上の目標の達成だけではなく、行

政サービスの提供体制を確保していくという観点から、経営資源の再配分も

踏まえた検討を行いながら、大綱で目標としている平成２７年度の 2,500 人

体制実現を２年前倒しし、平成２５年度の 2,500 人体制実現を目指していき

ます。 

このことから、中期実施計画では平成２４年４月の 2,550 人を目標に設定

して取り組んでいきます。 

具体的には、「定員適正化計画」を策定し、人件費の抑制のための施策とし

て、民間でも同種のサービスの提供がなされている専門分野についての民間

活用の検討や規模の類似した都市との比較分析等により、職種ごとの定員規

模の適正化を図りながら、簡素で効率的な組織への見直しも進めます。 

また、限られた職員数で、市民に質の高い行政サービスを提供していくた

め、専門的な知識の習熟による職員の執務執行能力の向上を図るとともに、

常に市民の目線に立って新たな課題に積極的にチャレンジできる人材の育成

を進めます。 
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【主な取組内容】【主な取組内容】【主な取組内容】【主な取組内容】    

○正規職員の採用を抑制します。（総退職者数の４０％以下を原則）○正規職員の採用を抑制します。（総退職者数の４０％以下を原則）○正規職員の採用を抑制します。（総退職者数の４０％以下を原則）○正規職員の採用を抑制します。（総退職者数の４０％以下を原則）    

【総務部】【総務部】【総務部】【総務部】    

2,500 人体制の実現に向けた職員数の削減については、新規採用者数を総

退職者数の４０％以下とすることを原則として、正規職員の採用を抑制し

ます。 

○再任用職員・任期付職員の活用を検討します。【総務部】○再任用職員・任期付職員の活用を検討します。【総務部】○再任用職員・任期付職員の活用を検討します。【総務部】○再任用職員・任期付職員の活用を検討します。【総務部】    

再任用職員については、各職場の特性や業務内容等を踏まえ、長年の業

務経験を有する人材の有効活用を図る観点から、配置場所を幅広く検討し、

より柔軟な配置を行います。 

また、より複雑化した行政課題に対応していくため、専門的な知識や経

験又は広い知見を持った任期付職員の配置についても検討します。 

○消防職員については、安全・安心の確保を踏まえた適正な規模とします。○消防職員については、安全・安心の確保を踏まえた適正な規模とします。○消防職員については、安全・安心の確保を踏まえた適正な規模とします。○消防職員については、安全・安心の確保を踏まえた適正な規模とします。

【総務部、消防本部】【総務部、消防本部】【総務部、消防本部】【総務部、消防本部】    

消防職員については、類似団体等の配置状況等を踏まえつつ、広大な市

域と多様な地域事情を抱かえる本市の特性等を考慮した適正な消防体制の

整備に努めます。 

○環境事業・給食事業等の職場の在り方について見直しを図ります。○環境事業・給食事業等の職場の在り方について見直しを図ります。○環境事業・給食事業等の職場の在り方について見直しを図ります。○環境事業・給食事業等の職場の在り方について見直しを図ります。    

【総務部、環境部、教育委員会事務局】【総務部、環境部、教育委員会事務局】【総務部、環境部、教育委員会事務局】【総務部、環境部、教育委員会事務局】    

環境事業・給食事業等、民間活力の活用によるサービス提供が可能な事

業部門については、外部委託も含め、最も効果的かつ効率的なサービスを

提供していく職場の在り方について見直しを図ります。 

○窓口等の定型的な業務の在り方について見直しを図ります。【市民部他】○窓口等の定型的な業務の在り方について見直しを図ります。【市民部他】○窓口等の定型的な業務の在り方について見直しを図ります。【市民部他】○窓口等の定型的な業務の在り方について見直しを図ります。【市民部他】    

定型的な窓口業務等については、現在の業務の在り方を見直し、民間に

よるサービス提供が可能なものは、その効果的かつ効率的な活用・導入も

含めた検討を行います。 
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○総合支所の体制については、業務の再編に併せた職員配置の適正化を図り○総合支所の体制については、業務の再編に併せた職員配置の適正化を図り○総合支所の体制については、業務の再編に併せた職員配置の適正化を図り○総合支所の体制については、業務の再編に併せた職員配置の適正化を図り

ます。【総務部、各総合支所他】ます。【総務部、各総合支所他】ます。【総務部、各総合支所他】ます。【総務部、各総合支所他】    

総合支所の体制については、内部事務の本庁への集約化等により、市民

窓口サービス、相談、防災及び地域振興等の地域に必要な機能の配置を基

本とします。 

これにより、業務の再編に対応した職員配置の適正化を図ります。 

 

【数値目標】【数値目標】【数値目標】【数値目標】    

            ①①①①    職員数職員数職員数職員数        

        目標値：平成目標値：平成目標値：平成目標値：平成 24242424 年年年年 4444 月月月月 1111 日現在正規職員数日現在正規職員数日現在正規職員数日現在正規職員数    2,5502,5502,5502,550 人人人人    

（平成（平成（平成（平成 21212121 年年年年 4444 月月月月 1111 日現在：日現在：日現在：日現在：2,7932,7932,7932,793 人）人）人）人）    

②②②②    人件費比率（普通会計）人件費比率（普通会計）人件費比率（普通会計）人件費比率（普通会計）        

                目標値：平成目標値：平成目標値：平成目標値：平成 24242424 年度人件費比率年度人件費比率年度人件費比率年度人件費比率    20.520.520.520.5％％％％    

（平成（平成（平成（平成 20202020 年度：年度：年度：年度：21.921.921.921.9％）％）％）％）    

    

    

⑵⑵⑵⑵    「財政の健全化」「財政の健全化」「財政の健全化」「財政の健全化」    

これまでの地方分権が地域主権へと新たに展開する中、地方自治体におい

ても自主財源を確保していくことが必要かつ重要です。 

また、少子高齢化、国と地方の関係など社会経済情勢の変化に対応した持

続可能な行政を行っていくためには、徹底した財政の健全化を推進し、様々

な環境の変化に対応できる財政基盤を構築していく必要があります。 

こうしたことから、継続して固定的に支出される経費である人件費や公債

費等の抑制、事務経費の削減等の歳出の適正化に努めることはもとより、自

主財源の確保を積極的に行うなどし、財政構造の弾力性を表す指標のひとつ

である経常収支比率 87.5％を目指すなど財政の健全化に向け取り組んでいき
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ます。 

【主な取組内容】【主な取組内容】【主な取組内容】【主な取組内容】    

○自主財源比率の向上を図ります。【政策財務部他】○自主財源比率の向上を図ります。【政策財務部他】○自主財源比率の向上を図ります。【政策財務部他】○自主財源比率の向上を図ります。【政策財務部他】    

市民ニーズにきめ細やかに対応した自主性のある行政運営を行うため、

市税等収入の確保や広告料収入等の新たな自主財源の確保を積極的に行い、

自主財源比率の向上を図ります。 

○内部管理経費の効率化と○内部管理経費の効率化と○内部管理経費の効率化と○内部管理経費の効率化と公共工事の公共工事の公共工事の公共工事のコスト縮減を図ります。コスト縮減を図ります。コスト縮減を図ります。コスト縮減を図ります。    

【政策財務部、建設部他】【政策財務部、建設部他】【政策財務部、建設部他】【政策財務部、建設部他】    

内部管理経費の効率化を図るとともに、公共工事コスト縮減対策に関す

る行動計画に基づき、公共工事の総合的なコスト縮減を継続して進めます。 

○財政計画を策定します。【政策財務部】○財政計画を策定します。【政策財務部】○財政計画を策定します。【政策財務部】○財政計画を策定します。【政策財務部】    

中長期的な財政運営の指針として、経常収支比率や公債費負担比率等の

財政指標及び基金残高、市債残高を示した財政計画を策定します。 

○財政状況について、歳入歳出の状況、財政指標、バランスシート○財政状況について、歳入歳出の状況、財政指標、バランスシート○財政状況について、歳入歳出の状況、財政指標、バランスシート○財政状況について、歳入歳出の状況、財政指標、バランスシート等等等等わかりわかりわかりわかり

やすい形で公表します。【政策財務部】やすい形で公表します。【政策財務部】やすい形で公表します。【政策財務部】やすい形で公表します。【政策財務部】    

財政の健全性を示す４つの比率や公会計制度改革による４つの財務諸表

を作成し、財政状況について、市民にわかりやすい表現にして公表します。 

 

【数値目標】【数値目標】【数値目標】【数値目標】    

            ①①①①    経常収支比率経常収支比率経常収支比率経常収支比率        

                目標値：目標値：目標値：目標値：平成平成平成平成 24242424 年度経常収支比率年度経常収支比率年度経常収支比率年度経常収支比率        87.587.587.587.5％％％％    

（平成（平成（平成（平成 20202020 年度：年度：年度：年度：93.093.093.093.0％）％）％）％）    

            ②②②②    公債費負担比率公債費負担比率公債費負担比率公債費負担比率        

    目標値：目標値：目標値：目標値：平成平成平成平成 24242424 年度公債費負担比率年度公債費負担比率年度公債費負担比率年度公債費負担比率    17.517.517.517.5％％％％    

（平成（平成（平成（平成 20202020 年度：年度：年度：年度：17.317.317.317.3％）％）％）％）    
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⑶⑶⑶⑶    「歳入確保への取組」「歳入確保への取組」「歳入確保への取組」「歳入確保への取組」    

全庁的に債権に係る歳入の確保を図るため、徴収体制の強化等による市税

収入等の確保に取り組んでいきます。 

特に自主財源の根幹をなす市税については、厳しい経済状況や雇用状況の

悪化、失業率の高止まり等を踏まえ、平成２０年度現年度分収納率 97.6％か

ら実効性のある目標として、現年度分収納率 98.0％を目指して取り組んでい

きます。 

また、使用料、手数料の受益者負担の適正化、公有財産の売却と活用等に

取り組むとともに、職員自らの創意と工夫による歳入確保への取組を積極的

に進めます。 

【主な取組内容】【主な取組内容】【主な取組内容】【主な取組内容】    

○市税収入等の確保に努めます。【政策財務部、健康福祉部、建設部、下水道○市税収入等の確保に努めます。【政策財務部、健康福祉部、建設部、下水道○市税収入等の確保に努めます。【政策財務部、健康福祉部、建設部、下水道○市税収入等の確保に努めます。【政策財務部、健康福祉部、建設部、下水道

部、水道局他】部、水道局他】部、水道局他】部、水道局他】    

市税をはじめ、国民健康保険料、介護保険料、市営住宅使用料、下水道

使用料、水道料金等の各種公共料金、福祉資金、住宅新築資金等の貸付金

について、徴収・滞納整理体制の強化を図ることにより、歳入の確保に努

めます。 

○納期内納付を促進するための納付環境の整備を進めます。○納期内納付を促進するための納付環境の整備を進めます。○納期内納付を促進するための納付環境の整備を進めます。○納期内納付を促進するための納付環境の整備を進めます。    

【政策財務部他】【政策財務部他】【政策財務部他】【政策財務部他】    

納期内納付を促進するため、口座振替納付の推奨やコンビニエンススト

アでの納付により、利便性の向上を図るとともに、さらなる納付環境の向

上に向け、クレジットカード等の新たな納付方法についても費用対効果を

踏まえた検討を進めます。 

○使用料、○使用料、○使用料、○使用料、手数料の見直しを図ります。【政策財務部、総務部、市民部、スポ手数料の見直しを図ります。【政策財務部、総務部、市民部、スポ手数料の見直しを図ります。【政策財務部、総務部、市民部、スポ手数料の見直しを図ります。【政策財務部、総務部、市民部、スポ

ーツ・文化振興室、教育委員会事務局他】ーツ・文化振興室、教育委員会事務局他】ーツ・文化振興室、教育委員会事務局他】ーツ・文化振興室、教育委員会事務局他】 

使用料については、同種の公共施設間の料金体系の整合性を図ります。 
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また、３年に１度のサイクルで使用料、手数料の見直しを行い、受益者

負担の適正化を図ります。 

○未利用資産の売却推進や資産の有効活用を図ります。【政策財務部、各総合○未利用資産の売却推進や資産の有効活用を図ります。【政策財務部、各総合○未利用資産の売却推進や資産の有効活用を図ります。【政策財務部、各総合○未利用資産の売却推進や資産の有効活用を図ります。【政策財務部、各総合

支所】支所】支所】支所】    

公有財産の効率的管理及び自主財源の確保の観点から、未利用資産の処

分を推進します。 

なお、処分に至らない未利用資産については、貸付等による資産の有効

活用を図ります。 

○広告料収入等財源の確保を図ります。【政策財務部、総務部他】○広告料収入等財源の確保を図ります。【政策財務部、総務部他】○広告料収入等財源の確保を図ります。【政策財務部、総務部他】○広告料収入等財源の確保を図ります。【政策財務部、総務部他】    

新たな自主財源の確保の観点から、本市が所有する構造物や発行する印

刷物等への有料広告掲載（市内公共施設ＭＡＰ広告、庁舎内壁面広告、液

晶モニター広告等）を積極的に導入し、財源の確保を図ります。 

 

【数値目標】【数値目標】【数値目標】【数値目標】    

            ①①①①    市税収入等の確保市税収入等の確保市税収入等の確保市税収入等の確保        

                目標値：目標値：目標値：目標値：平成平成平成平成 24242424 年度市税収年度市税収年度市税収年度市税収納率（現年度分）納率（現年度分）納率（現年度分）納率（現年度分）    98.098.098.098.0％％％％    

（平成（平成（平成（平成 20202020 年度：年度：年度：年度：97.697.697.697.6％）％）％）％）    

            ②②②②    広告料収入広告料収入広告料収入広告料収入        

                目標値：目標値：目標値：目標値：平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度広告料収入額広告料収入額広告料収入額広告料収入額                10,00010,00010,00010,000 千円千円千円千円    

（平成（平成（平成（平成 20202020 年度：年度：年度：年度：7,8797,8797,8797,879 千円）千円）千円）千円）    

    

    

⑷⑷⑷⑷    「外郭団体の在り方の見直し」「外郭団体の在り方の見直し」「外郭団体の在り方の見直し」「外郭団体の在り方の見直し」    

近年、社会経済情勢が急激に変化する中で、地方経済の影響を大きく受け

る外郭団体は、その経営環境が非常に厳しくなってきています。 

また、国においても「第三セクター等の抜本的改革等に関する指針」が示
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されるなど、こうした団体の自立した経営環境の実現や、団体そのものの在

り方や関与の妥当性について見直しが必要となってきています。 

このことから、本市としての外郭団体の見直しに係る基本的な方向性を明

確に示すとともに、団体運営の健全化・効率化を進めていきます。 

また、各団体の事業内容、経営状況等についての評価を行い、本市として

の関与の妥当性についても、常に見直しを行っていきます。 

【主な取組内容】【主な取組内容】【主な取組内容】【主な取組内容】    

○外郭団体の存続意義を改めて検討し、公益法人制度改革も踏まえた上で関○外郭団体の存続意義を改めて検討し、公益法人制度改革も踏まえた上で関○外郭団体の存続意義を改めて検討し、公益法人制度改革も踏まえた上で関○外郭団体の存続意義を改めて検討し、公益法人制度改革も踏まえた上で関

与の妥当性について見直します。【政策財務部、総務部他】与の妥当性について見直します。【政策財務部、総務部他】与の妥当性について見直します。【政策財務部、総務部他】与の妥当性について見直します。【政策財務部、総務部他】    

各団体の経営分析や必要性の検証を踏まえながら、公共・公益性、効率

性及び自主・自立性等の視点に立ち、廃止も視野に入れた関与の妥当性に

ついて見直します。 

○外郭団体の再編、事業の見直しを図ります。【政策財務部、総務部他】○外郭団体の再編、事業の見直しを図ります。【政策財務部、総務部他】○外郭団体の再編、事業の見直しを図ります。【政策財務部、総務部他】○外郭団体の再編、事業の見直しを図ります。【政策財務部、総務部他】    

事業内容の類似性が高いものや、目的が同じ団体については、効率性の

観点から、団体の統合、事業の統廃合といった再編や事業の見直しを図り

ます。 

○市からの補助金、貸付金、委託料等について、その必要性を見直します。○市からの補助金、貸付金、委託料等について、その必要性を見直します。○市からの補助金、貸付金、委託料等について、その必要性を見直します。○市からの補助金、貸付金、委託料等について、その必要性を見直します。    

【政策財務部、総務部他】【政策財務部、総務部他】【政策財務部、総務部他】【政策財務部、総務部他】    

各団体の自立性の向上に向けた、指導・育成を図るとともに、各団体へ

の補助金、貸付金、委託料等の必要性、妥当性を精査した上で、必要な見

直しを行います。 

     

⑸⑸⑸⑸    「事業の見直しと事務の効率化」「事業の見直しと事務の効率化」「事業の見直しと事務の効率化」「事業の見直しと事務の効率化」    

事業の見直しについては、事務事業評価の拡充により、事業部門自らが課

題を整理・検証し、事業そのものの必要性や、行政が行うことの必要性につ

いて検討を行い、必ずしも行政が行う必要のないものについては、廃止また
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は民営化を進めます。 

また、行政が行う必要のある事業については、必要に応じて外部委託を検

討するほか、公の施設については、指定管理者制度の導入を検討します。 

一方で、事務事業評価の取組を通じて、職員一人一人が事業の目的や成果、

コスト等を常に意識することにより、事務の効率化を図っていきます。 

電子自治体に向けた取組として、「津市基幹情報システム等の最適化計画」

に基づき、情報システムに係る総経費の削減とセキュリティや安定運用の確

保、市民サービスの向上と事務の効率化に取り組んでいきます。 

【主な取組内容】【主な取組内容】【主な取組内容】【主な取組内容】    

○○○○指標を踏まえた事務事業評価の充実を図ります。【総務部他】指標を踏まえた事務事業評価の充実を図ります。【総務部他】指標を踏まえた事務事業評価の充実を図ります。【総務部他】指標を踏まえた事務事業評価の充実を図ります。【総務部他】    

行政経営システム及び行政評価システムの定着を図るとともに、これら

のシステムの改善に持続的に取り組みます。 

このうち、事務事業評価については、それぞれの事業が持つ効果をわか

りやすく表すため、その達成状況を示す指標を設定することにより、評価

の充実を図ります。 

○事務事業評価を公表します。【総務部】○事務事業評価を公表します。【総務部】○事務事業評価を公表します。【総務部】○事務事業評価を公表します。【総務部】    

市民に対する説明責任を果たすため、行政活動の有効性や達成度といっ

た事務事業評価の評価結果について、市ホームページ等を通じて市民にわ

かりやすい形で公表します。 

○事業棚卸し等の手法により、事業の相対的な優先度を見極めていきます。○事業棚卸し等の手法により、事業の相対的な優先度を見極めていきます。○事業棚卸し等の手法により、事業の相対的な優先度を見極めていきます。○事業棚卸し等の手法により、事業の相対的な優先度を見極めていきます。    

【総務部】【総務部】【総務部】【総務部】    

事務事業評価の充実を通じた事業の体系化を行うとともに、事業棚卸し

等の手法により事業の総点検を行うなど、事業の相対的な優先度を見極め、

行政の責任において実施する事業の明確化に取り組みます。 

○組織を含めた執行体制の再構築を進めます。【総務部】○組織を含めた執行体制の再構築を進めます。【総務部】○組織を含めた執行体制の再構築を進めます。【総務部】○組織を含めた執行体制の再構築を進めます。【総務部】    

地方分権や様々な行政課題に的確かつ効率的に対応できる執行体制の再
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構築を進めます。 

また、2,500 人体制の実現を目指す中で、部・課の在り方や担当制の見直

しも視野に入れ、より責任の所在が明確となる執行体制の見直しを図りま

す。 

○公共施設の在り方（有効利用及び効率的な活用等）を検討します。○公共施設の在り方（有効利用及び効率的な活用等）を検討します。○公共施設の在り方（有効利用及び効率的な活用等）を検討します。○公共施設の在り方（有効利用及び効率的な活用等）を検討します。    

【政策財務部、総務部、健康福祉部、教育委員会事務局他】【政策財務部、総務部、健康福祉部、教育委員会事務局他】【政策財務部、総務部、健康福祉部、教育委員会事務局他】【政策財務部、総務部、健康福祉部、教育委員会事務局他】    

各種公共施設については、「公共施設利活用の基本的な考え方」等に基づ

き、施設の統廃合や民間活力の導入等、各施設の特性を踏まえ、その在り

方を検討し、一層の有効活用に取り組みます。 

○公立保育所及び公立幼稚園の運営の見直しを図ります。○公立保育所及び公立幼稚園の運営の見直しを図ります。○公立保育所及び公立幼稚園の運営の見直しを図ります。○公立保育所及び公立幼稚園の運営の見直しを図ります。    

【健康福祉部、教育委員会事務局】【健康福祉部、教育委員会事務局】【健康福祉部、教育委員会事務局】【健康福祉部、教育委員会事務局】    

教育・保育環境づくりへの多様なニーズへの対応と効率的な運営を図る

ため、公立保育所及び公立幼稚園の一体的な運営等について引き続き検討

します。また、公立保育所については、入所児童数の実態等も踏まえなが

ら民間活用も含めた効率的な運営の見直しを図ります。 

一方、公立幼稚園についても、施設の適正配置を含めた効率的な運営の

見直しを図ります。 

なお、保育所入所負担金や幼稚園保育料についても適宜見直しを行いま

す。 

○新基幹情報システムの円滑な移行と運用を図ります。【総務部】○新基幹情報システムの円滑な移行と運用を図ります。【総務部】○新基幹情報システムの円滑な移行と運用を図ります。【総務部】○新基幹情報システムの円滑な移行と運用を図ります。【総務部】    

「津市基幹情報システム等の最適化計画」に基づき、新基幹情報システ

ムへの円滑な移行を図ります。 

このことにより、情報システム全般に係る運用経費の削減とセキュリテ

ィや安定運用を確保するとともに、市民サービスの向上と事務の効率化に

向けた運用を図ります。 
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４４４４    計画を推進するために計画を推進するために計画を推進するために計画を推進するために    ～スリムで躍動感（元気）ある津市を目指して～～スリムで躍動感（元気）ある津市を目指して～～スリムで躍動感（元気）ある津市を目指して～～スリムで躍動感（元気）ある津市を目指して～    

 （行政経営システム（行政経営システム（行政経営システム（行政経営システムによるマネジメントサイクルの確立によるマネジメントサイクルの確立によるマネジメントサイクルの確立によるマネジメントサイクルの確立））））    

中期実施計画を進めるにあたっては、各事業部門におけるＰＤＣＡ等による

総合的なマネジメントサイクルの確立を推進する経営企画チームや、それを横

断的にサポートする経営企画支援チーム等を活用します。 

これにより、行政運営の根幹をなす職員数の適正化を進めるとともに、既存

事業を厳しく見直し、その優先度を見極めた積極的な歳出抑制や自主財源の確

保等、財政構造の弾力化に向けた取組等を進めることにより、構造的な改革を

推進していきます。 

また、庁内に設置している津市行財政改革推進本部において計画実施のため

の連携・調整を行い、計画の進行管理を行っていきます。 

    （（（（組織風土改革と組織風土改革と組織風土改革と組織風土改革と職員の意識改革）職員の意識改革）職員の意識改革）職員の意識改革）    

これらの取組を進めていくためには、職員一人一人が多様化する行政需要に

柔軟に対応し、責務を着実に果たしていくことが必要となります。 

 そのため、職員一人一人が幅広い視野と発想を持ち、意欲的に、元気に取り

組むことができる組織風土への改革と、職員自身の意識の改革を進めていきま

す。 

なお、それぞれの事業部門においても、本中期実施計画の必要性を十分認識

し、行政経営システムで目指している自立した事業部門の確立を目指します。 

（（（（人材の育成）人材の育成）人材の育成）人材の育成）    

また、これら組織風土改革とあわせ、めまぐるしく変化する社会経済情勢に

対応していくためには、創造力と弾力性を持った人材を育成していくことが必

要となります。 

そのため、「人材育成基本計画」に基づく継続的な人材の育成を積極的に推進

していきます。 
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 （市民との協働）（市民との協働）（市民との協働）（市民との協働）    

さらに、行財政改革を進めるためには、市民の理解と協力が不可欠なことか

ら、その進捗状況等については、市議会、有識者等で構成する津市行財政改革

推進委員会への報告はもとより、市ホームページや広報津等を通じて広く市民

へ公表していくことにより、常に市民との協働による行財政改革の推進に取り

組みます。 

 （柔軟な対応）（柔軟な対応）（柔軟な対応）（柔軟な対応）    

なお、中期実施計画における３年間の計画期間においては、変化する社会経

済情勢に、より素早く対応していくため、常に市民の意見等を聴くように心掛

け、必要と判断したときは、よりよい取組に柔軟に改訂していきます。 

また、重点取組項目と位置づけた項目以外でも重要と判断した取組について

は、積極的に推進していきます。 

 

 

次 長

部 長

庶務担当課長

企画員

経営企画チーム

Ａ部

経営企画チーム

Ｂ総合支所

副総合支所長

総合支所長

庶務担当課長

地域企画員

次 長

部 長

庶務担当課長

企画員

経営企画チーム

Ｃ部

経営企画支援チーム

政政政政 策策策策

財財財財 政政政政 総総総総 務務務務

法法法法 務務務務行政経営行政経営行政経営行政経営

会計管理会計管理会計管理会計管理

経営企画チーム・経営企画支援チーム
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【主な取組内容】【主な取組内容】【主な取組内容】【主な取組内容】 

○組織風土改革を行います。【総務部他】○組織風土改革を行います。【総務部他】○組織風土改革を行います。【総務部他】○組織風土改革を行います。【総務部他】    

限られた職員数で市民に価値のあるサービスを提供していくため、これ

までの階層を対象としたオフサイトミーティングの取組等による職員間の

対話の充実に加えて、職場を単位に「自ら考える・気軽に話せる・自由に

議論できる」場の形成により、問題意識の向上や共有化により課題に対す

る組織単位での取組を強化するなど、組織力を高める取組を展開します。 

また、職場内でのコミュニケーションが活発となることで、若手職員が

前向きに仕事に取り組めるような組織風土への改革を行います。 

○人材の育成に取り組みます。【総務部他】○人材の育成に取り組みます。【総務部他】○人材の育成に取り組みます。【総務部他】○人材の育成に取り組みます。【総務部他】    

地方分権が地域主権へと新たに展開するなど、市民に最も身近な行政を

担う職員には、基礎的な実務能力に加え、これまで以上に自主的かつ自律

的に職務に取り組むことが必要です。 

このことから、職員研修の一層の充実を図り、より効果的で、実効性の

ある人材の育成に取り組みます。 

○内部統制の体制づくりに取り組みます。【総務部他】○内部統制の体制づくりに取り組みます。【総務部他】○内部統制の体制づくりに取り組みます。【総務部他】○内部統制の体制づくりに取り組みます。【総務部他】    

行政の信頼性確保やコンプライアンス体制の強化の確立を図るため、組

織的にリスクと真正面から向き合い、必要な対策を講じていくため、財務

報告をはじめとする信頼性の確保等、内部統制の体制を整備します。 

また、その信頼性確保やコンプライアンス確立にあたっては、職員一人

一人がそれぞれの役割と責任を果たしていくよう、職員の意識改革に取り

組みます。 
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項目別部門取組計画項目別部門取組計画項目別部門取組計画項目別部門取組計画

⑴　「定員管理の適正化」⑴　「定員管理の適正化」⑴　「定員管理の適正化」⑴　「定員管理の適正化」

連番 取組項目名 取組概要 目標年度 所管部課名

1-1
組織機構の見

直し

　地方分権や行政課題への対応等を図るととも

に、担当制の見直し等、2,500人体制の実現に伴う

職員構成の変化に対応した組織機構の見直しを

図ります。

平成２２年度
～

平成２４年度

総務部

行政経営課

1-2

総合支所等の

円滑な執行体

制の確立

　総合支所及び出張所については、地域振興機

能等の地域に必要な機能の配置を基本とし、市民

サービスの提供体制の確立を図ります。

平成２２年度

～

平成２４年度

総務部

行政経営課

1-3
定員管理の適

正化

　業務の集中・統合、採用の抑制等、定員適正化

計画に基づく施策の実施により、着実な職員数の

削減に取り組みます。

平成２４年度
総務部

人事課

1-4
再任用職員等

の活用

　業務量の増減等に対する弾力的な対応を図る

ため、定型的な業務等を中心に再任用短時間勤
務職員や非常勤職員、あるいは臨時職員の柔軟

な活用を図るとともに、必要に応じて、任期付短時

間勤務職員や人材派遣の活用を検討します。

平成２４年度
総務部

人事課

1-5
市民課窓口業

務の見直し

　行政運営の効率化と混雑時における安定した市

民サービス提供のための体制整備を図るため、窓

口業務の見直しについて、一部業務の外部委託

を含めて検討します。

平成２４年度
市民部

市民課

1-6

ごみ収集業務

の（直営分）の

外部委託の推

進

　直営で実施しているごみ収集業務について、民

間活用の推進を図るため、外部委託の推進を図り

ます。

平成２４年度
環境部

環境事業課

取組目標

　行政課題等に対応した組織

機構の見直しを行います。

　総合支所等の地域に必要な

機能の配置に対応した執行体

制を確立します。

　定員適正化計画に基づき、

着実に職員数の削減に取り組

み、本計画期間の最終年度で

ある平成２４年度の目標数値を

2,550人に設定し、平成２５年度

における2,500人体制を実現し

ます。

　定型的な業務等について、

再任用短時間勤務職員等を活

用します。

　また、任期付短時間勤務職

員等の活用についての検討を

進めます。

　安定した市民サービスを提供

するため、一部業務の外部委

託を含めた、より効率的な体制

整備を図ります。

　直営分の収集業務につい

て、外部委託の拡大を図りま

す。

⑴⑴⑴⑴ 「定員管理の適正化」「定員管理の適正化」「定員管理の適正化」「定員管理の適正化」

⑵⑵⑵⑵ 「財政の健全化」「財政の健全化」「財政の健全化」「財政の健全化」

⑶⑶⑶⑶ 「歳入確保への取組」「歳入確保への取組」「歳入確保への取組」「歳入確保への取組」

⑷⑷⑷⑷ 「外郭団体の在り方の見直し」「外郭団体の在り方の見直し」「外郭団体の在り方の見直し」「外郭団体の在り方の見直し」

⑸⑸⑸⑸ 「事業の見直しと事務の効率化」「事業の見直しと事務の効率化」「事業の見直しと事務の効率化」「事業の見直しと事務の効率化」
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⑵　「財政の健全化」⑵　「財政の健全化」⑵　「財政の健全化」⑵　「財政の健全化」

連番 取組項目名 取組概要 目標年度 所管部課名

2-1
財政計画の策

定

　経常収支比率、公債費負担比率等の財政指標

及び基金残高、市債残高を示した財政計画を策

定し、それに記載する財政指標等を目標に、財政

の健全化を図ります。

　また、財政計画については適宜見直しを図りま
す。

平成２２年度
政策財務部

財政課

2-2
財政状況の公

表

　財政状況について、広報津やホームページ、

ケーブルテレビ放送などの広報媒体を活用し、住

民の方々に対し情報提供を行います。

　公表に際しては、地方公共団体の財政の健全

化に関する法律に基づく、財政の健全性を示す４

つの比率のほか、公会計制度改革による４つの財

務諸表を作成し、わかりやすい財政状況の公表に

努めます。

平成２２年度

～

平成２４年度

政策財務部

財政課

2-3 補助金の見直し

　補助金に係る交付指針に基づき、より適正な補

助金の執行に努めるため、補助金等の実態調査

を実施し、必要に応じて早期に見直しを図ります。

平成２２年度

～

平成２４年度

政策財務部

財政課

2-4
公共工事のコス

ト縮減

　公共工事コスト縮減対策に関する行動計画に基

づき、直接的な工事コストの縮減、間接的な時間

的コスト縮減、ライフサイクルコスト縮減、社会的コ

スト縮減を含めた公共工事コスト縮減に努めます。

平成２２年度

～

平成２４年度

政策財務部

財政課

2-5

枠内予算にお

ける経常的経

費の見直し

　予算の枠配分をベースにしつつ、枠内予算の経

常的経費の見直しを図り、経常収支比率の低下に

努めます。

平成２４年度
政策財務部

財政課

2-6
給与の適正化

（特別職給）

　常勤の特別職（市長等）の給与については、津

市特別職報酬等審議会の意見も踏まえるととも

に、他市の状況も見据えつつ、給与の適正化への

取組みを推進します。また、非常に厳しい財政状

況の中、暫定的な給与抑制に努めます。

平成２２年度

～

平成２４年度

総務部

人事課

2-7
給与の適正化

（一般職給）

　社会情勢の変化、職場環境の改善等に応じた

特殊勤務手当の廃止も含めた見直しを行います。

　また、民間給与の動向を反映した国の給与制度

改革に準じた取組みや本市の財政状況に応じた

給与の適正化を推進します。

平成２２年度

～

平成２４年度

総務部

人事課

2-8

青 少 年団 体へ

の補 助 金 の見

直し

　子ども会育成者団体、青少年育成市民会議及

び地域等青少年育成団体活動補助金について

見直しを進めます。

平成２４年度

教育委員会

事務局

生涯学習課

経常収支比率

　　８７．５％を目指します。

　常勤の特別職（市長等）の給

与については、津市特別職報
酬等審議会の答申を踏まえ、

給与の適正化を図ります。

　特殊勤務手当の一層の縮減

等による人件費の抑制と国に

準じた給与制度の適正化を推

進します。

　各団体の補助基準を再検討

し、補助金の適正化を行いま

す。

取組目標

　経常収支比率、公債費負担

比率等の財政指標及び基金

残高、市債残高を示した財政

計画を策定します。

　わかりやすい財政状況を公

表（予算、決算時及び執行状

況年２回）します。

　補助金に係る交付指針に基

づき、補助金等の廃止、縮減

に向けた取組を実施します。

　公共工事コスト縮減対策に関

する行動計画に基づき、公共

工事のコスト縮減を継続して進

めます。



 

 

 

- 20 - 

 

⑶　「歳入確保への取組」⑶　「歳入確保への取組」⑶　「歳入確保への取組」⑶　「歳入確保への取組」

連番 取組項目名 取組概要 目標年度 所管部課名

3-1
市税収納率の

向上

　平成２１年度に設置した「電話催告センター」を

活用し現年度未収分の早期回収と口座登録の推

奨を行います。

　また、納付環境の向上を図るため、コンビニ収納

の範囲を拡大します。

平成２２年度

～

平成２４年度

政策財務部

収税課

3-2

未利用地の処

分及び有効活

用

　総合支所所管の資産も含めた公有財産管理シ

ステムの構築を進めるとともに、財産管理課及び

総合支所の所管する未利用地等について、売却

による処分や貸付等の有効活用を図ります。

平成２４年度
政策財務部

財産管理課

3-3
使用料、手数料

の見直し

　受益者負担の適正化を図るため、各公共施設の

使用料について、その利用実態等を踏まえつつ、

同種の施設間での料金体系の整合を図るととも

に、証明発行等の各種の手数料を含め、定期的

な見直しを実施します。

平成２４年度
総務部

行政経営課

3-4

会館・市民セン

ター等の利用料

金等の見直し

　会館・市民センター等の効率的な施設の維持管

理を行うため、利用料金や利用区分等について、

適宜見直しを行います。

平成２４年度
市民部

市民交流課

3-5

福祉資金貸付

金の回収率の

向上

　滞納者の新規納付誓約及び納付誓約者の納付

額のアップ、納付誓約不履行者へ納付の再開を

求めていくことで、滞納の解消を図っていきます。

平成２２年度

～

平成２４年度

市民部

地域調整室

3-6

体育館ほか運

動施設の使用

料等の見直し

  施設使用料については、コスト分析を行い受益

と負担の原則に基づく、適正料金に向けての見直

しをします。

平成２４年度
スポーツ・文化振興室

スポーツ振興課

3-7

保育所入所負

担金（保育料）

の見直し

　保育所入所負担金（保育料）については、国の

動向等も含め検証し適宜見直しを行います。
平成２４年度

健康福祉部

こども家庭課

　３年間の処分件数

　　１０件以上

　使用料、手数料について、受

益者負担の適正化に向けた見

直しの検討を３年に１度のサイ

クルで実施するとともに、その

検討結果を踏まえ、必要に応

じた見直しを行います。

　会館・市民センター等の利用

料金等について見直しの検討
を実施し、その検討結果を踏ま

え、必要に応じた見直しを行い

ます。

　福祉資金貸付金回収率

  　滞納繰越分　3.0％以上

　　（現年度分は対象なし）

　コスト分析を行い受益と負担

の原則に基づき、適正な料金

を設定します。

　保育所入所負担金（保育料）

について検証し、適宜見直しを

行います。

取組目標

　市税収納率

　　現年度分　98.0％以上

　　滞納繰越分　18.0％以上
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連番 取組項目名 取組概要 目標年度 所管部課名

3-8

保育所入所負

担金（保育料）

の収納率の向

上

　各保育所長と滞納情報の共有を図り、連携して

在園中における納付指導を強化します。
　また、滞納繰越分についても、各保育所長と連

携して、職員による自宅訪問など、滞納の減少に

取り組みます。

平成２２年度
～

平成２４年度

健康福祉部

こども家庭課

3-9
介護保険料の

収納率の向上

　催告書発送時期に合わせ、納付指導強化期間

を設定し、各総合支所と連携のもと滞納者宅を訪

問し、納付指導を行うとともに、65歳到達者、特別
徴収中止者など重点的に納付指導を行ないま

す。

　また、介護保険サービス利用中の滞納者につい

て給付制限措置を取るとともに、近く給付制限の

対象となる者、要介護認定申請に来庁した滞納者

に納付指導を行ない、滞納の減少に努めます。

平成２２年度

～

平成２４年度

健康福祉部

介護保険課

3-10

国民健康保険

料の収納率の

向上

　各総合支所と連携を図り休日・夜間訪問徴収を

行い、電話催告の他、収税課と徴収連携を密に

し、差押、交付要求等に取り組みます。

　また、被保険者資格証明書、短期被保険者証を

活用した納付指導を重点的に行います。

平成２２年度

～

平成２４年度

健康福祉部

保険年金課

3-11

阿漕塚記念館

の使用料減免

措置の見直し

　阿漕塚記念館の使用料の減免措置について見

直しを行い、歳入確保に努めます。
平成２２年度

商工観光部

観光振興課

3-12

農業集落排水

事業施設使用

料の収納率の

向上

農業集落排水事業施設使用料の徴収・滞納整理

体制を強化し収納率の向上を図ります。

平成２２年度

～

平成２４年度

農林水産部

農業基盤整備課

3-13
津競艇における

収益の向上

　電話（インターネット）投票の拡大、場間場外発

売の拡充のほか、前売発売所の委託を進めるとと

もに、モーターボート競走法の改正による法定交

納付金制度並びに選手賞金制度の見直しについ

ての関係機関への働きかけや、その他支援施策

への取組を求めることなど、売上向上及び開催経

費の削減に努め、収益を確保し財政面の健全化

を図ります。

平成２４年度
競艇事業部

競艇管理課

3-14

均衡ある市営

住宅家賃への

見直し

　適正で均衡ある公営住宅の家賃設定とするた

め、合併前において定額であった旧芸濃町、旧美

里村、旧一志町の公営住宅について負担調整を

図りつつ公営住宅法に基づく応能応益制度に統

一し、段階的な家賃改定を図ります。

平成２４年度
建設部

市営住宅課

取組目標

　保育所入所負担金収納率

　　現年度分　97.5％以上

　　滞納繰越分　7.0％以上

　介護保険料収納率

　　現年度分　98.4％以上

　　滞納繰越分　11.0％以上

　国民健康保険料収納率

　　現年度分　90.0％以上

  　滞納繰越分　10.0％以上

　使用料減免措置を見直しま

す。

　農業集落排水事業施設使用

料収納率

　　現年度分　98.0％以上

　　滞納繰越分　35.0％以上

　電話（インターネット）投票の

拡大等による利用者数の増加

を図るなど、収益の確保と財政

の健全化を図ります。

　（電話投票の年間利用者数１
００万人以上を目指します。）

　段階的な家賃改定

　　負担調整率75％



 

 

 

- 22 - 

 

連番 取組項目名 取組概要 目標年度 所管部課名

3-15

市営住宅家賃
の収納率の向

上

　市営住宅家賃の収納率の向上を図るため、滞納

者に対して督促状の取組を行うとともに、必要に応

じて明け渡し訴訟等の法的措置の適用を図りま

す。

平成２２年度
～

平成２４年度

建設部

市営住宅課

3-16

住宅新築資金

等貸付金の回

収率の向上

　住宅新築資金等貸付金の回収率の向上を図る

ため、滞納整理に鋭意努めることに加え、特に過

年度滞納金への対応としては、必要に応じて法的

措置の適用を図ります。

平成２２年度

～

平成２４年度

建設部

市営住宅課

3-17

下水道使用料

の収納率の向

上

　使用者の負担の公平の観点から、納期内納付を

推進するとともに、納付指導業務の強化を図りま

す。

平成２２年度

～

平成２４年度

下水道部

下水道政策課

3-18

三重短期大学

における大学教

育の充実（ＧＰ
獲得）

　文部科学省が、大学が行う教育改革の優れた取

組みをＧＰ（Good Practice。教育ＧＰ、戦略的大学

連携ＧＰ等）として採択しています。

　GP採択により、特色ある大学を目指すと同時に

外部資金の獲得を図ります。

平成２２年度

～

平成２４年度

三重短期大学

事務局

3-19
公 民 館使 用料

等の見直し

公民館使用料については、公民館設置に関す

る条例で設定されている館と未設定の館がありま

す。

そのため、全館の使用料を条例で設定し、公民

館使用料減免基準の見直しを図ります。

平成２４年度

教育委員会

事務局

生涯学習課

⑷　「外郭団体の在り方の見直し」⑷　「外郭団体の在り方の見直し」⑷　「外郭団体の在り方の見直し」⑷　「外郭団体の在り方の見直し」

連番 取組項目名 取組概要 目標年度 所管部課名

4-1
外郭団体の見

直し

　各団体の経営分析や必要性の検証、財政健全

化比率のひとつである将来負担比率を踏まえ、公

共・公益性の視点、効率性の視点及び自主・自立

性の視点等に立ち、各団体の事業内容や経営状
況等についての評価を行い、団体の廃止や出資

の引き上げ等も視野に入れながら見直しを図りま

す。

　また、本市の関与の妥当性についても見直しま

す。

平成２２年度
～

平成２４年度

総務部

行政経営課

　大学教育の充実の一環とし

て、毎年度、ＧＰを獲得します。

　公民館使用料設定に係る条

例整理を行うとともに、公民館

使用料減免基準の見直しを行

います。

取組目標

　各団体の事業内容や経営状

況等についての評価を行い、

本市としての関与の妥当性も

含めた見直しを行います。

取組目標

　市営住宅家賃収納率

　　現年度分　85.0％以上

　　滞納繰越分　4.8％以上

　住宅新築資金等貸付金回収

率

　　現年度分　74.0％以上

　　滞納繰越分　3.3％以上

　下水道使用料収納率
　　現年度分　98.0％以上

　　滞納繰越分　12.0％以上
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⑸　「事業の見直しと事務の効率化」⑸　「事業の見直しと事務の効率化」⑸　「事業の見直しと事務の効率化」⑸　「事業の見直しと事務の効率化」

連番 取組項目名 取組概要 目標年度 所管部課名

5-1

地域活動振興

予算の在り方の

見直し

　地域活動振興予算に位置付けている事業につ

いては、統廃合も含め、地域かがやきプログラムや

事業別予算への移行など在り方の整理を行いま

す。

　また、新たな地域支援策についても検討します。

平成２２年度

～

平成２４年度

政策財務部

地域振興室

5-2

土地評価替え
業務に係る民

間活力の導入

　平成２４年度の土地評価替えに伴い、本市全域

における抜本的な評価の見直しを行いますが、人

件費の抑制を図りながら、評価の適正化を確保

し、適正な評価に基づく公平な賦課を目指すた

め、土地評価替え業務に係る外部委託の導入を

図ります。

平成２４年度
政策財務部

資産税課

5-3

本庁舎、総合支

所における電気

使用量の削減

　エコ対策について周知徹底を行うとともに、電気

使用量の削減に有効な節電対策及び施設改修

等に取り組みます。

平成２４年度
政策財務部

財産管理課

5-4
契約事務の効
率化

　計画的一括発注や業務委託の標準化により公

正で競争性のある契約事務に努めると共に、物品

契約の発注基準の作成により地域経済の健全な
発展を図りながら新たに業者や行政の利便のため

物品・業務委託関係の入札参加資格者名簿の共

同受付を実施します。

平成２２年度
総務部

調達契約課

5-5

行政経営システ

ム及び行政評

価システムの充

実

　行政経営システム及び行政評価システムについ

て、システムの定着を図るとともに毎年度見直しを

行い、継続したシステムの改善を実施します。

平成２２年度

～

平成２４年度

総務部

行政経営課

5-6

内部統制の整

備に向けた検

討

（モニタリングの

整備）

　行政活動の信頼性の確保やコンプライアンスの

体制強化を図るため、内部統制の整備に向けた

検討を行います。特に、組織的な内部の監査機能

の強化を図るため、内部モニタリングの整備を進め

ます。

平成２４年度
総務部

行政経営課

5-7
事務事業評価

の充実

　事務事業評価の充実を通じた事業の体系化を

行うとともに、事業棚卸し等の手法により事業の総

点検を行うなど、事業の相対的な優先度を見極

め、行政の責任において実施する事業の明確化

に取り組みます。

平成２２年度

～

平成２４年度

総務部

行政経営課

5-8

給与明細書の

電子配信の実

施

　給与明細書について、職員個別配送による給与

支給明細書の作成経費の削減を図るため、当該

明細書の電子配信を実施します。

平成２３年度
総務部

人事課

　給与明細書の電子配信を平

成２３年度から開始し、給与支

給明細書作成に係る経費の削

減を行います。

　土地評価替え業務につい

て、外部委託を導入します。

　電気使用量の削減率

　　対平成２０年度１０％以上

　　（H２２～H２４の３年間で達

成）

　物品・業務委託関係の入札

参加資格者名簿の共同受付を

実施します。

　システムの定着と見直しを行

います。

　内部統制の整備に向けた検

討を行うとともに、内部モニタリ

ングの組織的な整備を行いま

す。

　事務事業評価の結果を市民
に分かりやすく公表します。

　また、事務事業評価における

事業の体系化を通じ事業棚卸

し等の手法による実施事業の

明確化に取り組みます。

取組目標

　地域活動振興予算の予算上

の位置付けや在り方について

整理します。
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連番 取組項目名 取組概要 目標年度 所管部課名

5-9
人材評価制度

の充実

　試行を通じて、制度の改善等を図り、平成２３年

度に課長級以上の職員を対象とする「人材育成に

よる組織力の向上を目指す人材評価制度」を導入

します。

　また、担当主幹級以下の職員を対象としたアン

ケートの実施等により、当該職員を対象とした制度

を構築し、平成２４年度に試行的に導入します。

平成２４年度
総務部

人事課

5-10

地域情報セン
ターの管理運営

方法の見直し

　外部委託により運営している地域情報センター

の運営形態を平成２３年度を目途とした指定管理

者制度への移行も含め管理運営方法について検

討します。

平成２３年度
総務部

情報企画課

5-11
申請等の電子

化促進

　現行の電子申請システムによるオンライン申請の

充実を図るとともに、三重県及び県内市町との共

同化を視野に入れた効率的なシステム更新を行

います。

平成２２年度

～

平成２４年度

総務部

情報企画課

5-12
電子入札システ

ムの導入

　津市電子自治体構築計画に合わせ、新基幹情

報システムにリンクできる電子入札システムの導入

を図ります。

平成２４年度
総務部

情報企画課

5-13
ＩＴ調達経費の

最適化

　新基幹情報システムへの移行により、情報シス

テムに係る経費の削減、安定した運用の確保と効

率化、市民サービスの向上に取り組みます。

平成２２年度

～

平成２４年度

総務部

情報企画課

5-14
自治体コール

センターの導入

　自治体コールセンターに係る導入計画の策定と

総合窓口に対応した「ＦＡＱ」の整理を行い、アウト

ソーシングを活用した自治体コールセンターの導

入・整備を市民ニーズの高いものから段階的に行

います。

平成２３年度
総務部

情報企画課

5-15

津市市政モニ

ター制度の見直

し

　市政モニター制度については、市民の声、パブ

リックコメント等の新たな広聴事業の拡充を踏ま

え、その制度の在り方について見直しを図ります。

平成２４年度
市民部

市民交流課

5-16

体育館、野球場

及びグラウンド

等スポーツ施設

への指定管理

者制度の導入

　体育館、野球場及びグラウンド等スポーツ施設

において、民間活力の導入による市民サービスの

向上及び経費縮減を図るため、導入可能な施設

に指定管理者制度を導入します。

平成２４年度
スポーツ・文化振興室

スポーツ振興課

　新基幹情報システムの構築

により、システム運用経費の削

減を行います。

　アウトソーシングを活用した

自治体コールセンターの導入・

整備を市民ニーズの高いもの

から段階的に行います。

　市政モニター制度の在り方を

見直します。

　施設の規模、利用形態利用

者のニーズなどの把握、分析

のもと可能な施設について指

定管理者制度を導入します。

取組目標

　平成２３年度に課長級以上の

職員を対象とした人材評価制

度を導入します。

　平成２４年度に担当主幹級以

下の職員を対象とした制度を

構築し、試行的に導入します。

　運営方法について、指定管

理者制度への移行も含め検討

し、運営経費の削減を行いま

す。

　電子申請の手続き数とオンラ

イン予約が可能な公共施設数

の拡充を行います。

　ASP方式による電子入札シス

テムを試行導入します。
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連番 取組項目名 取組概要 目標年度 所管部課名

5-17
団体事務局事

務の見直し

　体育協会、レクリエーション協会等の団体事務局

の事務については、団体と協議検討を行い、団体

による自主的な運営の推進を図ります。

平成２４年度
スポーツ・文化振興室

スポーツ振興課

5-18

廃棄物処理施

設の管理運営

に係る民間活

力の導入

　廃棄物処理施設について、民間活力の導入な

ど管理運営方法の見直しを検討します。
平成２４年度

環境部

環境政策課

5-19

ごみ収集業務

の（委託分）の

契約方法の見

直し

　外部委託で実施しているごみ収集業務につい

て、契約方法の見直しを行います。
平成２４年度

環境部

環境事業課

5-20

公立保育所の

運営方法の見

直し

　入所児童数の実態や保育所の地域的なバラン

ス等も踏まえながら、津・久居・河芸地域における

民間活用も含めた運営方法の見直しを図ります。

平成２４年度
健康福祉部

こども家庭課

5-21

サン・ワーク津

への指定管理

者制度の導入

　サン・ワーク津について、民間活力の導入による

住民サービスの向上及び経費縮減を図るととも

に、適正な定員確保に努めるため、指定管理者制

度を導入します。

平成２４年度
商工観光部

商業労政振興課

5-22

津市商工会、津

北商工会の一

元化

　津市商工会、津北商工会の一元化に向けた取

組みを進めます。
平成２４年度

商工観光部

産業政策振興課

5-23

地域水田農業

協議会の整理・

統合

　旧市町村単位に設置されている地域水田農業

協議会について、ＪＡ単位に整理・統合を行いま

す。

　また、同協議会の事務等については、市の総合

支所の組織の見直しを踏まえつつ、ＪＡへの移行

を中心に見直します。

平成２４年度
農林水産部

農林水産政策課

5-24

林業宿泊施設

（大樹の家）へ

の指定管理者

制度の導入

　美杉町竹原地内、林業宿泊施設（大樹の家）維

持管理事業について、指定管理者制度を導入し、

より効率的な運営管理を促進します。

平成２３年度
農林水産部

林業振興室

　指定管理者制度を導入しま

す。

　管理運営業務について、外

部委託を検討します。

　合理化事業による契約等、そ

の方法について見直しを行い

ます。

　各保育所の地域的なバラン

ス等も踏まえながら、民間活用

も含めた運営方法の見直しを

図ります。

　指定管理者制度を導入しま

す。

　商工会一元化を推進します。

　現在の９協議会を、ＪＡ単位の

２協議会に整理・統合を行いま

す。

取組目標

　　関係団体の事務局事務を

自主運営とします。
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連番 取組項目名 取組概要 目標年度 所管部課名

5-25

設計業務等に

係る外部委託
の検討

　効率的な事務の執行を図るため、設計業務等に

ついて検討し、可能なものから外部委託を行いま

す。
　併せて、監督業務の外部委託についても調査研

究を進めます。

平成２４年度

建設部

津北工事事務所
津南工事事務所

5-26

下水道特別会

計の公営企業

会計への移行

　公営企業会計への移行に向け、３年間で資産調

査を実施します。

平成２２年度

～

平成２４年度

下水道部

下水道政策課

5-27

下水終末処理

場における処理

コストの削減

　特定環境保全事業における下水終末処理場を

流域下水道に接続することで、処理場に係る維持

管理コストの低減を図ります。

平成２４年度
下水道部

下水道施設課

5-28
出張所の運営

方法の見直し

　効率的な行政運営を図るため、総合支所管内の

各出張所の適正配置を検討するとともに、利用実

態も踏まえた運営方法の見直しを図ります。

平成２４年度

久居総合支所

河芸総合支所

一志総合支所

白山総合支所

美杉総合支所

総務課

5-29

榊原自然の森

温泉保養館（湯

の瀬）への指定

管理者制度の

導入

　榊原自然の森温泉保養館（湯の瀬）について、

民間活力の導入による市民サービスの向上及び

経費縮減を図るため、指定管理者制度の導入に

向けた取組を進めます。

平成２４年度
久居総合支所

産業環境課

5-30

久居榊原風力

発電施設の管

理運営方法の

見直し

　平成２１年５月に１０年間保証が終了しているな

ど、当該施設に係る問題点等の洗い出しを行うとと

もに、他団体の事例等も参考にしながら、管理運

営方法の見直しを行います。

平成２４年度
久居総合支所

産業環境課

5-31

とことめの里一

志の管理運営

方法の見直し

　とことめの里一志について、市民サービスの向上

及び経費縮減を図るため、民間活力の導入も含

めた管理運営方法の見直しを行います。

平成２４年度
一志総合支所

総務課

5-32

レークサイド君

ケ野の管理運

営方法の見直し

　森林セラピー基地の拠点施設として、新たな集

客を図るなど、経営状況の改善に向けた取組を進

め、民間活力の導入も視野に入れた管理運営方

法の見直しを行います。

平成２４年度
美杉総合支所

産業環境課

　榊原自然の森温泉保養館

（湯の瀬）への指定管理者制度

の導入に向け取り組みます。

　久居榊原風力発電施設の管

理運営方法を見直します。

　施設修繕等の環境整備を進

めながら、管理運営方法につ

いて見直します。

　経営状況の改善に向けた取

組を進め、管理運営方法の見
直しを行います。

取組目標

　設計業務等について、可能

なものから外部委託を行いま

す。

　下水道施設（処理場、ポンプ

場、管きょ）の資産調査を実施

します。

　下水終末処理場の流域下水

道への接続により維持管理処

理コストを低減します。

　各出張所の適正配置の検討

と運営方法の見直しを行いま

す。
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連番 取組項目名 取組概要 目標年度 所管部課名

5-33

収納業務委託

の委託範囲の

見直し

　次期収納業務委託更新時に向け、現行の収納

業務委託を窓口・電話受付・検針業務等を含めた

業務委託の拡大を進めます。

平成２４年度
水道局

営業課

5-34
三雲浄水場の

外部委託

　三雲浄水場の運転管理等委託業務について、

浄水場の運転・保守管理業務のほかに、法定点

検、消耗物品や薬品等の調達、清掃・除草等の業

務を含めた包括的な業務として外部委託を進めま

す。

平成２４年度
水道局

浄水課

5-35
支払事務の簡

素化

　口座振替払いによる支払いについて、ＦＤ（フ

ロッピーディスク）口座振替払いの拡大を行い、支
払事務の簡素化を図ります。

平成２２年度 会計管理室

5-36
会計事務の電

子化

　会計事務の効率化を図るため、電子決裁を導入

します。
平成２４年度 会計管理室

5-37

三重短期大学

による地域貢献

の推進

　地域連携講座や政策研修等を通じ、教育研究

の成果を地域に積極的に還元し、地域との連携・
地域への貢献を推進し地域に開かれた大学づくり

を進めます。

平成２４年度
三重短期大学

事務局

5-38
魅力ある三重

短期大学づくり

　少子化の進行など１８歳人口の減少が進む状況

下において、カリキュラムの見直しや学科・コース

の在り方を検討するなど、魅力ある大学づくりを進

めるとともに、入学者数の確保に努めます。

平成２２年度
～

平成２４年度

三重短期大学

事務局

5-39

三重短期大学

の設置・運営形

態の検討

　全国的に公立大学の地方独立行政法人化の動

きが見られるなか、効率的な大学運営が行えるよ

う法人化も視野に入れた設置・運営形態を検討し

ます。

平成２２年度
三重短期大学

事務局

5-40
給食提供の在り
方について

　小学校給食については、自校方式を基本としつ

つ、給食施設が老朽化している小学校が多いこと

から、複数校の給食を拠点となる小学校で調理

し、各校に配送を行う拠点校方式での実施に向け

取り組みます。

平成２４年度

教育委員会

事務局

学校教育課

　一部地域において、拠点校

方式での給食を試行的に実施

します。

　三雲浄水場の外部委託を進

めます。

　支払事務を簡素化します。

　会計事務に電子決裁を導入

します。

　地域連携講座、市政との連
携等を強化します。

　生活科学科生活科学専攻
（居住・環境コース）でカリキュ

ラムの見直しを行います。

　効率的な大学運営に向けた

設置・運営形態を検討します。

取組目標

　収納業務委託を受付から収

納まで一貫したお客様サービ

スとしての業務委託に拡大移
行します。
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連番 取組項目名 取組概要 目標年度 所管部課名

5-41

学校規模の適

正化による小中

学校教育の充

実

　小学校規模の適正化を図るため、保護者や地

域住民で構成する懇談会を実施するとともに、通

学区域の弾力化を図るなど具体的な方策の検討

を行います。

平成２４年度

教育委員会

事務局

学校教育課

5-42
公立幼稚園の

運営等の見直し

　近年の園児数の減少に伴い、特に小規模園に

ついて、統廃合を含めた適正配置を図ります。

　また、預かり保育や幼稚園での給食実施等、保

護者からの新たなニーズについても併せて検討す

るとともに、保育料についても検証し適宜見直しを

行います。

平成２４年度

教育委員会

事務局

教育研究支援課

教育総務課

5-43
教育集会所の

在り方について

　市内にある教育集会所２０箇所について、設置

形態の見直しを行い、適正な配置を図ります。
平成２４年度

教育委員会

事務局

人権教育課

5-44
公民館の在り方

について

　市内に５８ある公民館について、設置形態の見

直しを行い、統廃合を含めた適正配置を図りま

す。

平成２４年度

教育委員会

事務局

生涯学習課

5-45

各社会教育関

係団体の事務
局事務の見直し

　公的関与の在り方の観点から、ＰＴＡ連合会、婦

人会連絡協議会等の社会教育関係団体の事務

局事務について、団体の自主独立を目指した取

組を進めます。

平成２４年度

教育委員会

事務局
生涯学習課

5-46

図書館の管理

運営方法の見

直し

　各図書館の利用状況や活動状況を総合的に調

査・分析し、適正な人員配置やサービスの向上に

努め、図書館の管理運営方法の見直しを図りま

す。

平成２４年度

教育委員会

事務局

図書館

　ＰＴＡ連合会、婦人会連絡協

議会等の社会教育関係団体の

事務局事務について、団体の

自主的な取組を進めます。

　各図書館の利用状況や活動

状況を総合的に調査・分析し、

適正な人員配置やサービスの

向上に努め、管理運営方法の

見直しを行います。

取組目標

　複式学級の解消や大規模校

の児童数の緩和等について、

具体的な方策を検討します。

　小規模園について、統廃合

を含めた適正配置を図ります。

　市内にある教育集会所２０箇

所について、設置形態の見直

しを行い、適正な配置を図りま

す。

　設置形態を見直し、統廃合を

含めた適正配置を行います。
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参考：用語解説参考：用語解説参考：用語解説参考：用語解説（本計画における（本計画における（本計画における（本計画における主な主な主な主な用語の解説）用語の解説）用語の解説）用語の解説）    

用 語 解 説 

オフサイトミ

ーティング 

立場や肩書をはずして、気軽にまじめな話をすることにより、職場内にある課

題・問題等を顕在化させ、その解決に向け、組織全体で取り組む手法のひとつ。 

経常収支比率 地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標。 

人件費、扶助費、公債費等の経常的経費に充当された一般財源の額が、地方

税、普通交付税等を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源の総額に占め

る割合。 

この割合が低いほど臨時の支出等に対応できる余裕があるといえる。 

公会計制度改

革 

現金主義・単式簿記を特徴とする現在の地方自治体の会計制度に対して、発生

主義・複式簿記などの企業会計手法を導入しようとする取り組みのこと。 

公債費負担比

率 

一般財源総額に対する公債費に充当された一般財源の割合。 

この割合が高いほど財政構造に弾力性がなく硬直化した状況となる。 

一般的には、財政運営上１５％が警戒ライン、２０％が危険ラインとされてい

る。 

合理化事業 「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法」に

関する事業。 

 

再任用職員 定年退職した職員の中から退職以前の勤務実績等を基に選考され、1 年の任期

を限って再任用された職員。  

 

自主財源比率 歳入全体に市税や使用料、手数料等、地方公共団体が自主的に収納できる財源

が占める割合。 

この割合が高いほど行政運営の自主性が確保される。 

 

指定管理者制

度 

公の施設の管理・運営を、指定された民間の企業や団体（指定管理者）に包括

的に代行させることができる制度。 

この制度は、公の施設の管理運営に民間の能力を活用し、住民サービスの向上

や管理の効率化等を図ることを目的としている。 

将来負担比率  地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、地方公共団体

の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模等に対する比率。 

 地方公共団体の一般会計等の借入金や将来払っていく可能性のある負担等の現

時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標ともい

える。 

人件費比率  普通会計（本市の場合、一般会計、土地区画整理事業特別会計及び住宅新築資

金等貸付事業特別会計の３会計をあわせたもの。）に人件費が占める割合。 

 この割合が高いほど財政構造に弾力性がなく硬直化した状況となる。 
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用 語 解 説 

津市基幹情報

システム等の

最適化計画 

 本市の個別情報システムの再構築を含めた基幹情報システムを抜本的に見直

し、新たな基幹情報システムの構築と情報システム全般に係る運用経費の削減を

目的として、適切なシステム構成や効率的な情報機器の導入による次期基幹情報

システム等の調達最適化の取組を進めるため、平成２１年３月に策定。 

任期付職員 高度な専門的知識を有する者を任期を限って採用する必要がある場合や、以後

一定の期間に特定の業務量が増大することが見込まれ、一定期間職員を増員する

必要がある場合等に限り、５年を越えない範囲で任期を切って採用される職員。 

バランスシー

ト 

 すべての資産・負債・資本の有り高を記載し、一覧できるように表示したも

の。 

ＡＳＰ方式  Application Service Provider 方式の略。 

 コンピュータシステムは、数百万、数千万という大きなコストで購入し、その

システムの入れ物となる「サーバー」を社内に設置して利用するものが多い。 

 これに対し、複数の企業が同時に利用できるような大規模なサーバーをＡＳＰ

事業者が持ち、利用者は使った分だけの月々の費用で、インターネット越しにそ

のシステムを利用するという方式。 

 

ＦＡＱ  Frequently Asked Questions の略。 

 よくある質問とその回答を集めたもの。 

 

 


